
住宅用太陽光発電設備等設置費補助 
　再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、太陽光発電設備と蓄電

池の設置費用の一部を補助します。 

 

・自ら居住する住宅に設置すること 

・設置事業の着手（契約）前に補助金の交付決定を受けること 

・FIT制度、FIP制度を利用しないこと 

・自己託送を行っていないこと 

・国や県から補助金などを受けていないこと 

・町税などの滞納がないこと 

・法定耐用年数を経過するまでJ‐クレジット制度への登録を行わないこと 

・令和6年1月31日までに設置を完了し、実績報告書を提出すること 

 

1kWあたり7万円（上限5kW） 

12基（申込順で受付） 

 

蓄電池価格の1/3（上限5kWh） 

6基（申込順で受付） 

15.5万円/kWh（工事費込み、税抜）以下の蓄電池で、 

上記の太陽光発電設備と同時に設置すること 

e環境経済課　蕁388‐1114 

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ

ア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。 

6月16日（金）午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央公民館、松枝公民館、下

羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、

古着（布）も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

労働保険の年度更新 
　令和5年度の労働保険の更新は、6月1日（木）

～7月10日（月）の間に最寄りの労働局、労働基準

監督署または金融機関で申告・納付をお願いします。 

　労働保険の手続きは「電子申請：e‐Gov」をご

活用ください。 

c厚生労働省労働基準局　蕁03‐5253‐1111

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 
　食費などの物価高騰による影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。 

 ひとり親世帯 

 

①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受け

ている方 

②公的年金などを受給していることにより、児童扶

養手当の支給を受けていない方 

③物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入

が児童扶養手当を受給している方と同じ水準

となっている方 

対象児童1人につき5万円 

 

申請不要→児童扶養手当口座へ振り

込み 

申請書に必要書類を添付して提出

→随時口座へ振り込み 

 

c福祉子ども課　蕁388-1116

 ひとり親世帯以外 

 

①令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子

育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」

を受給した方 

②①以外の方で、令和5年3月31日時点で18歳未

満の児童（障がい児の場合、20歳未満）を養育

する父母などで、物価高騰の影響を受けて家

計が急変し、住民税非課税相当の収入となっ

た方 

対象児童1人につき5万円 

 

申請不要→令和4年度に支給した口座

へ振り込み 

申請書に必要書類を添付して提出→

随時口座へ振り込み 

c福祉子ども課　蕁388-1116

▲その他条件など 
詳しくはこちら 

岐阜バス「昼得きっぷ」販売 
　期間限定で販売した「昼得きっぷ」が好評につき、通年で販売しています。「昼得きっぷ」を使うと、岐阜

バスが平日昼間（10時～16時）1日500円で乗り放題になります。お昼のお出掛けにぜひご利用ください。 

　スマートフォンで購入する「Webチケット」と、紙の「スクラッチ式乗車券」の2種類があります。 

 

岐阜バス全路線、岐北線、岐阜板取線 

スクラッチ式乗車券販売場所 

岐阜バスターミナル・JR岐阜駅案内所・岐阜バ

ス各営業所・岐阜バス旅行センター・マーサ21・

平和堂東海日野店・バロー芥見店・岐阜闍島屋・

長良川デパート・岐阜市庁舎1階売店・カラフル

タウン岐阜 

c岐阜バスターミナル　蕁266‐8822

 
 
 
対象（補助の条件） 
 
 
 
 
 
 
 
 

【太陽光発電設備】 
補助額 
募集件数 

【蓄電池】 
補助額 
募集件数 
対象 

 
 
 
日時 
場所 

 
支給対象者 
 
 
 
 
 
 
 
支給額 
申請・支給方法 
①の方： 

 

②③の方： 

   
支給対象者 
 
 
 
 
 
 
 
 
支給額 
申請・支給方法 
①の方： 

 

②の方： 

 
 
 
 
 
対象路線 
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町からのお知らせ 
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TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361
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